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 報 道 各 位 

新潟市保健所食の安全推進課  

 

食中毒の発生について 

 

１． 概要 

令和８年５月８日（金）午前８時３０分頃、市内の医療機関から「庭に生えたスイセンを喫食した

ことによる食中毒が疑われる患者３名を診察している」旨の連絡が新潟市保健所にあった。 

患者３名は家族で、5 月 7 日 17 時 30 分頃、90 代女性が自宅に生えたスイセンをニラと誤

り採取し、水洗いした状態で台所に置いた。18 時 00 分頃、60 代女性が台所に置かれたスイ

センをニラと勘違いし、９０代女性に確認せず、豚肉、卵をともに中華風炒めとして調理した。 

90 代女性は 19 時頃炒め物を喫食、60 代男性と 60 代女性は 2０時頃炒め物を喫食し、い

ずれの患者も喫食から約30～６０分後に嘔吐・下痢等の症状を呈したため、市内の医療機関に

救急搬送された。患者のうち１名は一時入院したものの、現在は退院し、快方に向かっている。 

調査の結果、炒め物の残品がスイセンであると鑑別されたこと、残品からスイセンに含まれる

有毒成分であるガランタミンが検出されたこと、医師から食中毒である旨の届出があったこと、

発症までの潜伏期間や症状がスイセンによるものと一致したことから、新潟市保健所はスイセ

ンを原因とする食中毒（家庭内）であると断定した。 

 

２． 患者の性別・年代別人数 

３名 （60 代男性、60 代女性、90 代女性） 

 

３． 患者らの症状、受診・入院の状況 

症状…嘔吐・下痢等 

受診…３名（うち入院１名） ※ 既に退院済 

 

４． 原因食品 

スイセン （ニラと誤食） 

 

５． 注意喚起のお願い 

スイセンは、ニラと誤って喫食されることが多く、加熱しても毒性が残る有毒植物です。スイ

センは、ニラと形は似ていますが臭いが異なります。見た目だけで判断せず、香りも確認しまし

ょう。ニラとスイセンは並べて植えず、明確に区分けしたり、ネームプレートをつけたりして植え

てください。 

 

 

 

 



６． 食中毒発生状況 

     令和８年５月１１日現在※ 昨年同時期 

県内 市内 県内 市内 

発生件数 ６件 ４件 １２件 ３件 

患者数 １０４名 ３４名 １７５名 １３名 

    ※県内及び市内とも本事件を含む 

 

 

 


